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たき火又は喫煙の制限区域及び制限区別 

平 成 ６ 年 1 0 月 1 7 日 
滋賀中部地域消防本部告示第１号 

改正  平成10年３月23日  本部告示第８号  

平成11年12月20日  告示第１号  

平成12年12月６日  本部告示第１号  

平成17年２月10日  本部告示第１号  

平成17年12月22日  本部告示第２号  

平成22年３月12日  本部告示第２号  

平成24年９月27日  本部告示第１号  

平成29年４月10日  本部告示第１号  

平成31年２月20日  本部告示第１号  

 

 

 

東近江行政組合火災予防条例（昭和47年中部地域消防組合条例第１号）第23条第１

項第３号の規定に基づき、次の区域内におけるたき火又は喫煙を制限します。  

記 

たき火又は喫煙の制限区域及び制限区別  

所 在 地 及 び 名 称 区 域 制限区別 

滋賀県近江八幡市小田町54番地 
小 田 神 社 

楼門周囲 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市長命寺町157番地 
長  命  寺 

山門より上方一円 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

駐車場（山門より下 50メ
ートル） 

た き 火 

滋賀県近江八幡市新町二丁目19番地 
旧 西 川 家 

住宅内（指定喫煙所を除
く） 

喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市馬淵町2445番地 
八  幡  社 

本殿さく外周４メートル
以内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市宮内町257番地 
日 牟 礼 八 幡 宮 

楼門より境内 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市北元町39番地の１ 
本願寺八幡別院 

境内一円（指定喫煙所を
除く） 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678番地 
近江風土記の丘県有施設 

敷地内一円（指定喫煙所
を除く） 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市安土町東老蘇1615番地
奥 石 神 社 

本殿さく外の周囲４メー
トル以内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市安土町桑実寺292番地 
 桑 実 寺 

境内 
た き 火 
喫 煙 禁 止 
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本堂内 

喫 煙 禁 止 

所 在 地 及 び 名 称 区        域 制限区分 

滋賀県近江八幡市安土町慈恩寺744番地 
 浄 厳 院 

 

楼門より内部 
 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6371番地 
 摠 見 寺 

境内一円 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市安土町常楽寺２番地 
沙 沙 貴 神 社 

境内一円（指定喫煙所を
除く） 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市安土町下豊浦4272番地 

 活津彦根神社                    
本殿周囲 た き 火 

喫 煙 禁 止 

滋賀県近江八幡市安土町下豊浦3319番地 

 新 宮 神 社  
境内 た き 火 

喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市建部瓦屋寺町436番地 
 瓦 屋 寺 

本堂の建築されている高
台一円 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市五智町112番地 
興 福 寺 

境内の周囲及び本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市下羽田町141番地１ 
 光 明 寺 

本堂内 喫 煙 禁 止 

滋資県東近江市八日市清水二丁目１番14
号 
 生 蓮 寺 

境内 
 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市小脇町828番地１ 
成 願 寺 

本堂周囲 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市小脇町2247番地 
太郎坊宮阿賀神社 

参集殿前駐車場より奥境 
内一円 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市平田町501番地 
長 楽 寺 

本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市布施町29番地３ 
布 施 神 社 

境内周囲10メートル以内 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市建部日吉町４番地 
日 吉 神 社 

本殿御垣内 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市永源寺高野町41番地 
永 源 寺 

山門より奥の平地一帯 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市五個荘石馬寺町823番地 
石 馬 寺 

文化財収蔵庫の周囲 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市五個荘金堂町615番地 
弘  誓  寺 

本堂周囲10メートル以内 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

本堂内 喫 煙 禁 止 
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滋賀県東近江市種町909番地 
本 行 寺 

境内一円 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

所 在 地 及 び 名 称 区 域 制限区別 

滋賀県東近江市伊庭町2290番地 
妙 楽 寺 

境内一円 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市鋳物師町1020番地 
竹 田 神 社 

本殿周囲 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市蒲生岡本町709番地 
高 木 神 社 

本殿さく内 

喫 煙 禁 止 
滋賀県東近江市蒲生岡本町709番地 

日 吉 神 社 
本殿さく内 

滋賀県東近江市蒲生岡本町185番地 
梵 釈 寺 

本堂内 喫 煙 禁 止 

本堂手前石段より本堂周
囲一円 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市市子殿町258番地 
 雨 神 社 

境内一円 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市小八木町 

 春 日 神 社 
大燈籠より北側境内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市北菩提寺町356番地 

押 立 神 社 
大燈籠より北側境内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市百済寺町323番地 

  百  済  寺 

 

本堂､総門､三所権現社､

鐘楼各周囲10メートル以内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市曽根町768番地 

福  性  寺 
本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市中一色町字中ノ郷 

八 幡 神 社 
本殿さく内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市横溝町1497番地 

鹿 島 神 社 
本殿さく内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市池庄町1518番地 

豊 国 神 社 
本殿さく内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市下一色町361番地１ 

 泰  山  閣 

 

主棟、土蔵、表門 

 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

主棟、土蔵、表門内 喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市南菩提寺町680番地 

昌  善  寺 
本堂内 喫 煙 禁 止 
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滋賀県東近江市小田苅町311番地 

慈  眼  寺 本堂内 喫 煙 禁 止 

所 在 地 及 び 名 称 区 域 制限区別 

滋賀県東近江市平柳町1676番地 

西  福  寺 

 

本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県東近江市北清水町296番地 

玉  宝  院 
本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県蒲生郡日野町大字西明寺1238番地 
西 明 禅 寺 

文化財安置場の高台一円 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県蒲生郡日野町大字松尾560番地 
正 明 寺 

参道を含め境内 喫 煙 禁 止 

滋賀県蒲生郡日野町大字北脇482番地 
法 光 寺 

本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県蒲生郡日野町大字村井705番地 
馬見岡綿向神社 

境内石橋より内部（指定
喫煙所を除く） 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県蒲生郡竜王町大字鏡1289番地 
鏡 神 社 

境内周囲20メートル以内 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県蒲生郡竜王町大字岡屋1247番地 
勝 手 神 社 

境内石橋より内部 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県蒲生郡竜王町大字綾戸467番地 
苗 村 神 社 

東本殿参道を含め境内及
び西本殿コンクリ一卜柱
で区画された内部 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県蒲生郡竜王町大字川守41番地 
龍 王 寺 

山門より内部 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺874番地 

金 剛 輪 寺 

 

 

本堂、仁天門、三重塔各

周囲10メートル以内 

た き 火 
喫 煙 禁 止 

本堂内 喫 煙 禁 止 

滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺８番地 

大  行  社 
本殿さく内 喫 煙 禁 止 

滋賀県愛知郡愛荘町豊満392番地 

豊 満 神 社 
四脚門さく内 喫 煙 禁 止 

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川565番地 

八 幡 神 社 本殿周囲10メートル以内 
た き 火 
喫 煙 禁 止 

滋賀県愛知郡愛荘町愛知川32番地2 

旧愛知郡役所 建物内 喫 煙 禁 止 
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付 則 

この告示は、平成７年１月１日から施行する。  

付 則（平成10年３月23日本部告示第８号） 

この告示は、平成10年４月１日から施行する。 

付 則（平成11年12月20日告示第１号） 

この告示は、平成12年１月１日から施行する。 

付 則（平成12年12月６日本部告示第１号）  

この告示は、平成13年１月１日から施行する。 

付 則（平成17年２月10日本部告示第１号） 

この告示は、平成17年２月11日から施行する。 

付 則（平成17年12月22日本部告示第２号） 

この告示は、平成18年１月１日から施行する。 

付 則（平成22年３月21日本部告示第２号） 

この告示は、平成22年３月21日から施行する。 

付 則（平成24年９月27日本部告示第１号） 

この告示は、平成24年10月１日から施行する。 

附 則（平成29年４月10日本部告示第１号） 

この告示は、平成29年５月１日から施行する。 

附 則（平成31年２月10日本部告示第１号） 

この告示は、平成31年３月１日から施行する。 

 


